
 

 

 

 

 

令和８年４月から、すべての妊産婦、子育て世帯、０歳から１８歳までのこどもに関する

相談の窓口として、子育て・健康推進課内に『余市町こども家庭センター』を設置します 
 

  こども家庭センターでは、妊娠期から子育て期にわたって切れ目なく、みなさん
の子育てを応援します。お母さんだけでなく、お父さんやご家族、こどもさん本人
からの相談も受けています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

『ちょっとしんどいな』と思ったら、 
ひとりで悩まずにご相談ください 

妊娠・出産 

★妊娠・出産で知りたいこと 

がある 

★使える制度や支援について 

 知りたい 

★家族関係に悩んでいる 

など… 

子育て 

★母乳・ミルクの量や離乳

食について相談したい 

★こどもとの関わり方の 

ヒントがほしい 

★こどもの成長・発達を 

一緒に確認したい 

           など… 

 

ぼく・わたし 

★誰
だれ

かに気持
き も

ちを聞
き

いてほしい 

★おうちにいるとつらくなる 

ことがある 

★家
いえ

の手伝
て つ だ

いで、自分
じ ぶ ん

の時間
じ か ん

 

がなかなかとれない 

★周
まわ

りとちょっと違
ちが

うかも  

など… 
 

地 域 

★身近で気になるご家族がいる 

★大人の怒鳴り声やこどもが 

 泣き叫ぶ声がたびたび聞こえる 

★日中や夜間の様子が気がかり 

なこどもがいる 

         など… 

余市町こども家庭センター 

（余市町役場 子育て・健康推進課内） 

電話 ０１３５－２１－２１22 

メール hokensido@town.yoichi.hokkaido.jp 

月曜日から金曜日 

（土日・祝日・年末年始を除く） 

午前８時４５分から 
午後５時１５分まで 

匿名
とくめい

相談
そうだん

OK 
秘密
ひ み つ

は守
まも

られます 



 

 

 

 

 

              

妊娠の届出、母子健康手帳・妊産婦健診受診票等の交付 

            ➡妊娠届出書を提出していただいた際、母子健康手帳や健診受診票等をお渡しします。 
 

       経済的支援                         妊婦等包括相談支援事業 

     ➡安心して出産・子育てができるよう、          ➡妊娠中および出産後の面談や継続的な 

      妊婦支援給付金や子育て応援金（町独自事業）     情報発信・相談対応などを行っています。 

      を支給します。 
         

家庭訪問                            産後ケア事業 

➡妊産婦・乳幼児がいるご家庭を訪問し、赤ちゃんの   ➡医療機関やご自宅で、こころとからだのケアや 

      体重測定や育児相談などを行っています。         授乳指導・育児相談を受けることができます。 

 

 

            乳幼児健康診査 

         ➡４か月、１０か月、１歳６か月、３歳、５歳の集団健診を行っています。お子さんの発育や発達に合わ 

せた育児相談を行っています。気がつきにくい病気や異常の早期発見にもつながる大切な機会です。 
   

      離乳食教室・栄養相談                     お子さんに関する相談 

    ➡離乳食の進め方について、アドバイスを受けることが   ➡お子さんの健康・栄養・発達について心配なこ 

     できます。また。食事や栄養についてのご相談も随時     とや子育てに関する不安・悩みについてのご 

     受付けています。                          相談を随時受付けています。 
 

      乳幼児期の予防接種                     入所・入園相談 

    ➡かかってしまうと重症化したり、深刻な後遺症が出る   ➡保育所（園）や幼稚園などの保育・教育施設に 

     ことの多い病気について、国の法律に基づいて定期      関する手続きや情報提供を行っています。 

     接種を実施しています。 
 

      一時預かり事業・短期支援事業               こどもの虐待に関する相談 

➡一時的に養育が困難となったお子さんを保育所や    ➡こどもの虐待に関する通告や相談を受付けて 

     児童福祉施設などでお預かりします。               います。 
 

      交流できる場所や情報の提供               発達支援・相談 

    ➡子育て中の親子が気軽に集まり交流できる場所や     ➡こころやからだの成長・発達に心配のあるお子 

     児童館等で放課後のお子さんたちの居場所を提供      さんの相談を随時受付け、お子さんの発達状況に 

     しています。                               応じたサービスが受けられるよう支援しています。 

 

 

          

          

            

 

  

   

話
はな

す だ け で も

大丈夫
だいじょうぶ

です。 

迷
まよ

ったら、 

まずはここへ。 


